
業務内容

・建築基準法第12条の規定に基づく定期検査及び報告書の作成業務

この業務は、建築基準法第12条第１項に規定する資格を有する必要があります。

検査対象防火設備

1F 2F 3F 計 1F 2F 3F 計

4 3 7 1 1 2

2 2 4 2 - 2

2 - 2 4 - 4

 清鷹小学校 5 2 2 9 2 1 1 4

業務期限

・

検査日時については、学校と協議の上決定すること。

提出書類

・定期検査報告書概要書 各校 2部

・定期検査報告書 各校 2部

・検査結果表（防火扉、防火シャッター） 各校 2部

・検査結果図、関係写真 各校 2部

・是正箇所の改修参考見積書 各校 1部

報告書の作成

・上記の各様式は、最新のものを使用すること。

・「所有者」「報告者」

氏    名  北秋田市長 津谷永光

郵便番号  018-3392

住    所  秋田県北秋田市花園町19-1

・「管理者」

 北秋田市立 鷹巣小学校  校長
ミナト サダムネ

湊　貞宗 秋田県北秋田市鷹巣字南中家下37-1

 北秋田市立 鷹巣東小学校  校長
オオタカ セイコ

大髙　聖子 秋田県北秋田市栄字田沢古川布252

 北秋田市立 綴子小学校  校長
ナリタ ミチコ

成田　美智子 秋田県北秋田市綴子字街道下59

 北秋田市立 清鷹小学校  校長
アカシ ケイ

明石　桂 秋田県北秋田市脇神字塚ノ岱165-1

防火設備定期検査業務委託（鷹巣地区4小学校）

仕   様   書

防火扉 防火シャッター

 鷹巣小学校

 鷹巣東小学校

 綴子小学校

令和7年10月31日

学　校　名 氏　名 郵便番号 住　　　　所

018-3331

018-3302

018-3301

018-3454

学校名
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・「整理番号」

・「確認済証交付年月日等」

番号 交付者 番号 交付者

462 建築主事 55 建築主事

333 建築主事 23 建築主事

124 建築主事 － －

－ 建築主事 － －

・「建築物の概要」

 鷹巣小学校  m2  m2 地上 2階

 鷹巣東小学校  m2  m2 地上 2階

 綴子小学校  m2  m2 地上 2階

 清鷹小学校  m2  m2 地上 3階

学校名 整理番号

 鷹巣小学校 2－31－1

 鷹巣東小学校 2－31－2

 綴子小学校 2－31－6

 清鷹小学校 2－31－8

学校名 確認済証交付年月日 検査済証交付年月日

 鷹巣小学校 昭和57年 9月21日 昭和58年 7月21日

 鷹巣東小学校 平成 4年 8月 4日 平成 5年 8月17日

 綴子小学校 昭和39年 9月10日 不明

 清鷹小学校 不明 不明

学校名 建築面積 延べ床面積 階数

5,555.37 7,496.13

2,352.07 3,615.48

2,171.56 3,368.56

3,577.00 5,534.31
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